
 

２土第 838号  

令和３年３月 17日  

 

 各建設業関係団体の長 様 

 

                    愛媛県土木部長    

                            （公印省略）  

 

県発注工事の入札・契約に係る特例措置について（通知） 

 

平成 25 年２月より入札不調対策として実施している入札・契約制度の特例的緩和

措置について、今後も建設業界の技術者不足等に起因する入札不調が懸念されること

から、令和３年度も継続されることになりましたのでお知らせします。 

ただし、入札参加条件としての施工実績及び配置予定技術者の従事経験に関しては、

令和３年度入札・契約制度の抜本的改革により、原則として設定しない取扱いとする

ことに伴い、これらに係る特例措置は令和２年度限りで廃止されます。 

また、平成 30 年７月豪雨災害に係る災害復旧工事に関する特例措置については、

該当する県工事の発注が概ね完了したことから、令和２年度限りで廃止されますが、

一部の市町における災害復旧工事に係る受注者確保対策等の観点から、一定の経過措

置（別紙参照）が講じられます。 

 貴職におかれましては、趣旨を十分御理解の上、貴会員（組合員）に対する周知を

お願いします。 

記 

１ 特例措置の概要 

(1)主任技術者の兼任要件の緩和 

   工事現場間相互の間隔が 10㎞以内の工事２件について兼任可 

 

(2) 現場代理人の設置に係る取扱いの緩和 
   （ただし、本県工事以外の工事との兼任は、当該発注機関の承諾がある場合に限る。） 

① 兼任要件の緩和 

   ○ 設計金額の上限引き上げ 

     3,500万円未満（建築一式工事は 7,000万円未満） 

   ○ 兼任件数の緩和 

     現場代理人１人に対して３件以内 
（ただし、県工事以外の工事と兼任する場合は２件まで） 

   ○ 現場間の距離要件の緩和 

     現場間の移動時間が 30分以内又は同一建設部・土木事務所管内 

  ② 設計金額 3,500万円以上の工事（建築一式工事は 7,000万円以上）の現場代理

人の兼任承認 

     建設業法施行令第 27条第２項の規定により主任技術者の兼任が認められる

要件を満たす工事は、２件まで兼任を認める。 現場間距離 10km以内 

③ 雇用要件の緩和 

   ○ 現場代理人変更時の雇用要件の緩和 

     受注者と変更日の前日以前に直接的な雇用関係があること。 

「直接的な雇用関係」とは、現場代理人とその所属建設業者との間に 

第三者の介入する余地のない雇用に関する一定の権利義務関係（賃金、 

労働時間、雇用、権利構成）が存在することをいい、したがって、在籍 

出向者や派遣社員については直接的な雇用関係にあるとはいえない。 



(3) 入札者数の取扱いの緩和 

     全ての県発注工事及び工事に係る調査、測量、設計業務の入札において、入

札者が１者の場合でも入札を有効とする。 

 

(4) 相指名業者への下請制限の緩和 

    指名競争入札における同一の入札参加者への下請について、受注者からの申

請により原則承認する。 

 

２ 特例措置の適用対象 

本県発注の建設工事及び工事に係る調査、測量、設計業務について適用する。 

 

３ 特例措置の適用期間 

   特段の入札制度改善がある場合を除き、令和３年度において適用する。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お問合せ先 

 愛媛県土木部土木管理局土木管理課 

契約・建設業グループ 

 TEL：089-912-2643（係直通） 

（参考）令和２年度限りで廃止される措置 

【入札不調対策】 

○配置予定技術者の入札参加要件の緩和 

 Ｃ等級対象工事については、入札参加要件として配置予定技術者の従事経験

は求めない。 

※令和３年度以降、入札参加条件としての施工実績及び配置予定技術者の従事経

験は原則として設定しない。 

 

【平成 30年７月豪雨災害関連】 

（１）主任技術者の専任要件の緩和 

（２）現場代理人の設置に係る取扱いの緩和 

（３）主任（監理）技術者の恒常的な雇用関係の特例措置 

（４）配置予定技術者の途中交代の特例措置 

（５）愛媛県復旧・復興建設工事共同企業体の活用 

※（１）～（４）については、平成 30年７月豪雨災害に係る災害復旧工事（他機

関発注工事を含む。）が完了するまでの間、経過措置を適用（詳細は別紙参照）。 


